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■ 企業でのマイナンバーの取り扱いとセキュリティ ■
企業は、自社の従業員とその扶養家族だけでなく、請負契約の支払いの相手や、不動産使用料や配当の支払先
についても、マイナンバーを収集し、適切に管理しなければなりません。収集されたマイナンバーは、報酬に
かかる支払調書や源泉徴収票、社会保険関係の手続きなどに利用されます。企業に収集・保管されたマイナン
バーは、不要になるか、保存期間を超えた時点で廃棄されます。この収集・保管・廃棄の流れのなかで、企業
が得た情報は社内外両方からの漏洩リスクにさらされ続けることになるため、それを完全に回避・防止をする
ことが求められています。
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■ 企業にはいっそうのセキュリティ対
策が不可欠 ■
企業は、ウイルスなどのマルウエアを利用し
たサイバー攻撃による情報漏洩に、以前もま
して警戒しなければなりません。マイナン
バー制度に似た「社会保障番号制度」を運用
しているアメリカやカナダ、韓国などでは、
個人情報の漏洩事件が多発しています。

2015年2月には、不正アクセスにより、約
8,000万件もの住所や氏名などの個人情報が
流出する事件がアメリカで発生しました。こ
のような事態は、日本でも起きるおそれがあ
ります。企業は、セキュリティ対策ソフトの
導入や、これまでより一段上のセキュリティ
システムの導入の検討が必要です。

■ マインナバー利用上の注意点 ■
マイナンバーは法律で定められた事務や手続き以外の用途
に使うことはできません。従って、そのような手続きに関
係のない場面でマイナンバーを教えるように求められても、
安易に教えてはいけません。

特に、電話などで警察や公的な機関を名乗る者からマイナ
ンバーや住所氏名を教えるよう求められた場合は詐欺です
ので絶対に教えないようにし、本物の役所や警察に直ちに
相談しましょう。また、他人のマイナンバーを不正に入手
してはいけません。他人のマイナンバーを取り扱う者が、
マイナンバーや個人情報のファイルを不当に提供すること
は、処罰の対象となります。

自分のマイナンバーは勿論、家族のマイナンバーや自分が
経営する会社の従業員のマイナンバーなど、知ることがで
きたマイナンバーについての管理は慎重に行い、盗難や紛
失被害にあわないように気をつけましょう。

2015年10月、マイナンバーの通知が始まりました。
マイナンバーは将来的に利用範囲も拡大し、より個人の様々な情報と結び付くため、狙われる危険性が高まり
ます。また情報漏洩による影響や被害も大きくなることが想定されます。
企業はマイナンバーの管理にあたり、様々なリスクが伴う事を認識しなくてはなりません。
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